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館山 市ふ るさ と納 税 PR 及びサ イト 管 理・ 運営 業務 委託 仕様 書  

 

１  委託 業務 の名 称  

館山 市ふ るさ と納 税 PR 及びサ イト 管 理・ 運営 業務 委託  

 

２  業務 の目 的  

館山 市 の ふる さと 納税 業務 につ いて は，単 なる 財源 確保 の手 段に と

どま らず ，地 場 産 品 等 の Ｐ Ｒや 販路 拡大 ，交 流人 口 の 拡大 や市 の知 名

度の 向上 など ， 多 く の 役割 を担 って いる 。  

現在 ，ふ る さと 納 税業 務 の ＰＲ に関 する 業務 につ いて は，季節 の 品

を返 礼品 とし てい るこ とや ，返 礼 品 の追 加 ，変更 を 随 時 受 付け てい る

こと から，ポー タル サイ トや パン フレ ット の 頻 繁な 更新 が必 要と な っ

てお り， その 対応 に多 くの 労力 を費 やし てい る 状 況で ある 。  

そこ で ，ふ るさ と納 税の ＰＲ に関 する 業務 を 専 門的 な知 識や 経験 を

持つ 民間 事業 者に 委託 する こと によ り ，サ イト 内の コン テン ツや パン

フレ ット の魅 力向 上，効果 的な 情 報 発信 や安 定し たサ イト の管 理・運

営を 実現 し ， ふ る さと 納税 制度 のさ らな る活 用促 進を 図る 。  

 

３  業務 の概 要  

  本業 務は 館山 市の ふる さと 納税 ＰＲ に関 する 業務 のう ち ，ポー タ ル

サイ トの 管理・運 営 及 び魅 力の 向上 ，パ ンフ レッ ト の デザ イン 制作 を

行う 。  

 

４  履行 場所  

  館山 市  

 

５  履行 期限  

  令和 元 年 １０ 月１ 日 か ら令 和２ 年 ３ 月３ １日 まで  

 

６  業務 の実 施  

（１ ）本 業務 は ， 本仕 様書 に基 づい て実 施す るこ と。  
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（２）受託 者は ，業務 の実 施に あた り ，関 係法 令及 び 条例 を 遵 守す るこ

と。  

（３）受託 者は ，業務 の実 施に あた り ，本 市と 協議 を 行い ，その 意図 や

目 的 を 十 分 に 理 解 し た 上 で 適 切 な 人 員 配 置 の も と で 進 め る こ と 。 

（ ４ ） 受 託 者 は ， 本 委 託 業 務 の 全 部 を 第 三 者 に 再 委 託 し て は な ら な い 。

ただ し ，あら かじ め本 市に 書面 によ り報 告し ，本 市の 承認 を得 た

場合 はこ の限 りで ない 。  

（５ ）本 業務 に関 す る打 ち合 わせ は ，随 時 ，原則 館山 市庁 舎 で行 うこ と。  

（６ ）本 仕様 書 に定 めの ない 事項 や本 業務 の実 施に 当た り 疑 義が 生じ た

場合 は ， 速や かに 本市 と協 議を 行い ，指 示を 仰ぐ こと 。  

 

７  業務 内容  

当市 が想 定し てい る 業 務 範 囲は 以下 のと おり であ る。  

 

（１ ） ポ ータ ルサ イト の管 理・ 運営  

館山 市が 契約 して いる ポー タル サイ ト（ 令和 元 年 度は『 ふる さと チョ

イス』https://www.furusato -tax.jp/city/product/12205 参照）にお い

て，返 礼品 等情 報 の 更 新 ，新 規返 礼 品の 追加 及び 提案 ，特集 記事 など コ

ンテ ンツ の作 成に 関す る 業 務を 行う こと 。  

サイ トに 情報 を掲 載す る際 は ，事 前に 委託 者と 返礼 品提 供事 業者 の 承

諾を 得る こと 。  

現 在 サ イ ト で 使 用 さ れ て い る 写 真 の 権 利 は 返 礼 品 提 供 事 業 者 に 帰 属

する もの であ り ，本業 務 内 で 利 用す るこ とは 可能 であ る が ，掲 載前 に 必

ず返 礼品 提供 事業 者の 承諾 を得 るこ と 。また ，受 託 者が 新た に撮 影し た

写真 は本 市に 帰属 する もの であ る が ，これ を 利 用す る場 合も 掲載 前に 返

礼品 提供 事業 者の 承諾 を得 るこ と。  

 

①  ポー タル サイ トの 魅力 向上  

委 託 者 で あ る 市 ， 返 礼 品 提 供 事 業 者 及 び 地 域 お こ し 協 力 隊 と 連 携 し 、

返礼 品 や 返礼 品提 供事 業者 の魅 力 を 最大 限引 き出 し ，ポ ータ ル サ イト の

魅力 向上 を図 るこ と 。ま た ，委 託者 に対 し ，Ｐ Ｒ・プ ロモ ーシ ョン の強

https://www.furusato-tax.jp/city/product/12205
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化に つな がる 助言 ・支 援を 行 う こと 。  

 

②  返礼 品情 報の 更新  

ポー タル サイ トに おい て ，返 礼 品の 追加，削除 ，内 容 変更 につ いて 随

時 情 報 の 更 新 を 行 う こ と 。（ 更 新 頻 度 は １ カ 月 ６ ０ 件 程 度 を 想 定 し て い

る。掲載 中 の 返礼 品数 は ５ 月 ２ ９日 現在 で １ ６９ 件で あ り ，今 年度 中に

２０ ０件 程度 まで 増 加 させ る こ とを 目標 にし てい る 。また ，１ ０月 １日

に予 定さ れる 消費 税引 き上 げに 伴い ，掲載 され てい る 多 くの 返礼 品 に 数

量・ 種類 など 変更 が生 じる こと が想 定さ れる 。）  

品切 れ・トラ ブル 等に より ，委 託者 又は 返礼 品提 供事 業者 から 掲載 中

止の 旨連 絡が あっ た場 合は ， 直 ちに サイ トに 反映 させ るこ と。  

 

③  新規 返礼 品の 追加 及び 提 案  

新規 返礼 品の 追加 につ いて は ，委 託者 から 提供 され る企 画提 案書 をも

と に 返 礼 品 情 報 を 作 成 し ， サ イ ト に 掲 載 す る こ と 。（ 新 規 追 加 件 数 は 委

託 期 間 内 で ２ ０ 件 程 度 を 想 定 し て い る 。） 掲 載 す る 写 真 ・ 情 報 に つ い て

は、地域 おこ し協 力隊 と 連 携 し ，受 託者 が委 託者 及び 返礼 品提 供事 業者

から 収集 する こと 。  

また 、委 託 者 で ある 市 に 対し 新た な返 礼品 に関 する 企画 提案 を行 うこ

と。  

 

④  ポー タル サイ ト内 のコ ンテ ンツ の作 成  

ポー タル サイ ト内 にお いて ，特 集記 事 な ど， 各種 コン テン ツ を 企画 ・

作 成 す る こ と 。 更 新 頻 度 は ，「 特 集 記 事 」 に つ い て は 委 託 期 間 内 に ２ 件

以 上 ， そ の 他 の 「 オ ス ス メ 投 稿 」 に つ い て は １ か 月 １ ０ 件 ，「 館 山 市 の

最新 情報」につ い ては １か 月に ２０ 件 更 新す るこ と 。また ，委託 者が 企

画し たコ ンテ ンツ があ る場 合 ， それ を サ イト に 掲 載す るこ と。  

 

（２ ） ふ るさ と納 税に 係る パン フレ ット のデ ザイ ン 制 作  

ポー タル サイ トの 情報 をも とに ，館 山市 のふ るさ と納 税に 係る ，返 礼

品等 の最 新情 報を 反映 さ せ た パ ンフ レッ ト を デザ イン する こと 。  
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パ ン フ レ ッ ト は 寄 附 希 望 者 の 手 元 に 届 く ま で 時 間 が か か る こ と を 考

慮し ，限 定品 を除 いて 構 成 する こと と し ，更 新は 最低 でも ３か 月に １回

以上 （委 託期 間内 に２ 回以 上） 行う こと 。  

なお ，パ ンフ レッ ト の 印刷 ・配 付は 委託 者 が 行う 。  

 

８  注意 事項  

（１）受託 者は ，館山 市個 人情 報保 護条 例を 遵守 し，業務 上知 り得 た個

人情 報等 の秘 密を 他人 に漏 らし ては なら ない 。業 務終 了 後に おい て

も同 様と する 。  

（ ２ ） 成 果 物 の 所 有 権 ， 著 作 権 ， 利 用 権 は 本 市 に 帰 属 す る も の と す る 。 

（３）本 業 務に よ り得 られ た成 果品 およ び資 料，情 報 等は，本市 の許 可

無く 他に 公表 ，貸 与， 使用 ，複 写， 漏洩 をし ては なら ない 。  

（４ ）業 務完 了後 に，受託 者の 責任 に帰 すべ き理 由に よる 成果 物の 不良

箇所 があ った 場合 は，受託 者は 速や かに 必要 な訂 正，補足 等の 措置

を行 うも のと し， これ に対 する 経費 は受 託者 の負 担と する 。  

 

９  受託 者の 決定  

別紙 「 館 山市 ふる さと 納税 PR 及び サ イト 管理 ・運 営業 務委 託企 画

提案 実施 要 領 」に 基づ き選 定し ，契 約す る。  

 

10 事業 費限 度額 と支 払方 法  

（１ ）事 業費 限度 額  

   ２ ，５ ００ ，０ ００ 円（ 消費 税及 び地 方消 費 税 含む ）  

（２ ）支 払方 法  

  委託 料は 月ご とに 業務 完了 確認 （検 査） し， 支払 うも のと する 。  

  受託 者は ，市 に対 し ， 翌月 １５ 日ま でに 請求 する もの とす る。  
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11 連絡 先  

  館山 市 総 合政 策部 企画 課 政 策係  

〒 294-8601 

千葉 県館 山市 北条 1145-1 

電  話 ： 0470-22-3163（直通 ）  

ＦＡ Ｘ： 0470-23-3115 

E-Mail： kikakuka@city.tateyama.chiba.jp 
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